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報告第３号 中学３年生に対するバスお試し乗車券付きリーフレットの配布について  

 

＜報告要旨＞ 

茨城県公共交通活性化会議(※1)が実施する「中学３年生に対するお試し乗車券付き

リーフレットの配布事業」の対象路線として、当市が関東鉄道㈱に委託して運行する守

谷駅直行型路線バス「直行坂東号」を追加する。当該路線において、お試し乗車券を使

用した場合は、１乗車１００円で利用できるものとする。（有効期間：R6.7.22～R6.8.31） 

 

１ 経緯・目的 

今年の７～８月に、茨城県公共交通活性化会議(※1)による「中学３年生に対するお試し乗車券

付きリーフレットの配布事業」が別紙１のとおり実施されます。 

当該事業は、中学３年生（受験生）を対象に、公共交通の乗り方や利用のメリットを紹介するリ

ーフレットの配布及び、県内の路線バスが１乗車につき１００円で利用できる「バスお試し乗車

券」の配布を行い、進学先（受験先）を検討する際に通学手段を確認してもらうことで、受験生や

保護者の公共交通利用に関する意識の醸成及び利用促進を図ることを目的としています。 

当該乗車券を利用できるのは、①バス会社が運行する路線バス（別添記載）及び、②事業に協賛

するコミュニティバス（市町村運営バス等）となっており、当市が関東鉄道㈱に委託して運行する

守谷駅直行型路線バス「直行坂東号」についても、関東鉄道㈱と同様の運賃体系としていることか

ら、対象路線に追加します。（コミュニティバス坂東号については、通常運賃が一律１００円のた

め、当該事業の対象路線としては扱いません。） 

 

※昨年度、同様の内容を本会議でご承認いただき、特別な運賃の変更について国へ届出している

ことから、報告事項とさせていただくものです。 

 

２ バスお試し乗車券使用による直行坂東号の運賃変更について 

（１）対象者 

茨城県内の中学校及び義務教育学校に在籍する 

令和６年度中学３年生（義務教育学校９年生）の生徒 

（２）有効期間 

  令和６年７月２２日（月）～ 令和６年８月３１日（土） ※４１日間 

（３）有効期間中の直行坂東号の運賃 

現金・ＩＣ運賃 
⇒ 

バスお試し乗車券使用時 

６６０円～７７０円 １００円（現金のみ） 

  ※バスお試し乗車券利用時の減収分（通常運賃から１００円を差し引いた額）については、

当市の負担となります。 

※１ 茨城県公共交通活性化会議とは 

県・市町村・国・交通事業者・関係団体・有識者等で構成し、よりよい公共交通のあ

り方について協議を行い、県の公共交通の活性化を図ることを目的とした組織です。 

資料３ 
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